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世
界
自
然
遺
産
へ
の
「
登
録
」
が
勧
告
さ
れ
ま
し
た
！

奄
美
大
島
・
徳
之
島
・
沖
縄
島
北
部
及
び
西
表
島
を
世
界
自
然
遺
産
へ
！

■お問合わせ先　世界自然遺産せとうち町対策室　☎ 0997 － 72 － 1115 ７
月
の
お
知
ら
せ

お問合わせ先に各課
の直通番号を記載し
ています。
役場代表のお問合わ
せ先はこちらです。
■瀬戸内町役場代表
☎７２ー１１１１
※なお、平日の
17 時 15 分以降や
休日は宿直室につな
がります。

vol.77

世
界
遺
産
一
覧
表
へ
の
記
載
が
推

薦
さ
れ
て
い
る
「
奄
美
大
島
、
徳

之
島
、沖
縄
島
北
部
及
び
西
表
島
」

に
つ
い
て
、
５
月
10
日
に
ユ
ネ
ス

コ
の
諮
問
機
関
Ｉ
Ｕ
Ｃ
Ｎ
に
よ
る

評
価
結
果
が
勧
告
さ
れ
ま
し
た
。

世
界
遺
産
一
覧
表
へ
の
記
載
に
関

す
る
勧
告
は
「
記
載
」、「
情
報
照

会
」、「
延
期
」、「
不
記
載
」
の
４

段
階
に
区
分
さ
れ
て
お
り
、
今
回

の
勧
告
内
容
で
は「
記
載
」＝「
登

録
が
適
当
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ

ま
し
た
。

世
界
遺
産
と
は
、
世
界
遺
産
条
約

に
基
づ
き
「
世
界
遺
産
一
覧
表
」

に
記
載
さ
れ
た
、
人
類
共
通
の
か

け
が
え
の
な
い
宝
物
と
し
て
守
っ

て
い
く
必
要
の
あ
る
遺
産
の
こ
と

で
す
。
今
回
の
勧
告
に
よ
り
、
記

載
基
準
の
う
ち
「
生
物
多
様
性
」

に
つ
い
て
、
国
際
的
に
も
希
少
な
固

有
種
に
代
表
さ
れ
る
生
物
多
様
性
保

全
上
重
要
な
地
域
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
、
世
界
遺
産
委
員
会
で
の
正
式
な

登
録
に
向
け
た
大
き
な
一
歩
と
な
り

ま
し
た
。

世
界
遺
産
委
員
会
は
、
７
月
16
日
～

31
日
（
う
ち
７
月
20
日
は
除
く
）
に

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
豊
か
な
自
然
を
守
る
た

め
、
引
き
続
き
希
少
種
保
護
や
外
来

種
対
策
、
観
光
客
の
受
入
態
勢
整
備

な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

2003 年 5月 世界自然遺産候補地に関する検討会において、琉球諸島が選定される
（知床、小笠原諸島も併せて選定される）

2013 年 1～ 2月 政府が世界遺産暫定一覧表への記載を決定、
ユネスコ世界遺産センターへ世界遺産暫定一覧表記載のための文書を提出

2013 年 5月 世界自然遺産候補地科学委員会を設置、推薦書の検討等を進める
2017 年 2月 政府が推薦書をユネスコへ提出
2017 年 3月 奄美群島国立公園指定
2017 年 10 月 IUCN現地調査
2018 年 5月 IUCNによる「登録延期」勧告
2018 年 6月 推薦書取り下げ
2018 年 11 月 推薦書再提出決定
2019 年 2月 推薦書再提出
2019 年 10 月 IUCN現地再調査
2020 年 4月 世界遺産委員会の延期決定
2020 年 11 月 世界遺産委員会の開催時期決定
2021 年 3月 世界遺産委員会のオンライン形式での開催決定
2021 年 5月 IUCNによる評価結果の勧告
2021 年 7月 世界遺産委員会における審議（登録の可否決定）

■世界自然遺産登録への流れ　
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■お問合わせ先　水産観光課港湾漁港係　☎ 0997 － 72 － 1114 令
和
３
年
度

『
海
岸
愛
護
月
間
』
の
実
施
に
つ
い
て

司
法
書
士
に
よ
る
法
律
相
談
会

（
無
料
）
の
ご
案
内

瀬
戸
内
町
商
工
会
青
年
部
主

催
の
、
司
法
書
士
に
よ
る
法

律
相
談
会
（
無
料
）
を
以
下

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

事
前
に
予
約
さ
れ
る
と
、
優

先
的
に
ご
相
談
頂
け
ま
す
。

た
と
え
ば
、
相
続
や
遺ゆ
い

言ご
ん

に

つ
い
て
、
不
動
産
の
名
義
変

更
に
つ
い
て
、
老
後
の
資
産

管
理
、
成
年
後
見
制
度
っ
て

何
？　

会
社
を
作
り
た
い
。

な
ど
な
ど
、
様
々
な
お
悩
み

も
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

■
相
談
日
時
　

7
月
15
日
㈭

午
前
10
時
～
午
後
１
時

■
相
談
場
所

町
営
コ
ー
ラ
ル
タ
ウ
ン
船
津

団
地
集
会
場

※
正
式
な
依
頼
に
至
っ
た
段

階
で
、費
用
が
発
生
し
ま
す
。

■お問合わせ先　瀬戸内町商工会 青年部（木村司法書士事務所）　☎ 0997 － 72 － 3672

こ
の
運
動
は
、
近
年
の

海
岸
に
対
す
る
良
好
な

環
境
へ
の
意
識
の
高
ま

り
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
場
と
し
て
の
利
用

に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
増

大
な
ど
、
良
好
な
海
岸

環
境
や
利
用
へ
の
国
民

の
期
待
は
ま
す
ま
す
高

ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と

か
ら
、
快
適
で
う
る
お

い
の
あ
る
海
岸
環
境
を

積
極
的
に
創
出
し
、
海

岸
愛
護
思
想
や
防
災
意

識
の
普
及
と
啓
発
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
本
年
度
も
7
月
1

日
㈭
か
ら
7
月
31
日
㈯

ま
で
の
一
ヶ
月
間
を

『
海
岸
愛
護
月
間
』
と

定
め
、
実
施
い
た
し
ま

す
。

な
お
、
海
の
恩
恵
に
感

謝
す
る
と
と
も
に
海
洋

国
日
本
の
繁
栄
を
願
う

日
と
し
て
「
海
の
日
」
が
祝

日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
海

の
月
間
」（
7
月
1
日
～
7

月
31
日
）
は
、
海
事
思
想
の

普
及
を
図
る
た
め
、
海
事
関

係
団
体
・
地
方
公
共
団
体
等

の
協
力
を
得
て
実
施
し
て
お

り
、
こ
の
『
海
岸
愛
護
月

間
』
と
相
ま
っ
て
国
民
各
層

に
「
海
の
日
」
の
意
義
を
広

め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
海

岸
へ
の
愛
護
意
識
の
高
揚
と

啓
発
活
動
、
海
岸
愛
護
団
体

の
育
成
、
活
動
支
援
等
に
つ

き
十
分
な
成
果
を
あ
げ
ら
れ

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■お問合わせ先　企画課古仁屋高校活性化対策室　☎ 0997 － 72 － 1112
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX 0997 ー 72 ー 1120
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第 71 回 ” 社会を明るくする運動 ”

　すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こう
とするものです。

（目標１）　犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことのできる明るい地域社会を築くこと
（目標 2）　犯罪や非行をした人が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支えること

１. この運動の趣旨

２. この運動が目指すこと

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

➡

■お問合わせ先　保健福祉課保険給付係　☎ 0997 ー 72 － 1068 

後期高齢者医療被保険者証の切替について
現在、ご使用中の『後期高齢者医療被保険者証』は有効期限が令和 3 年 7 月 31 日までとなっています。
令和 3 年 8 月 1 日以降は新しい保険証となります。
なお、古仁屋市街地にお住まいの方は 7 月下旬にご自宅に郵送致します。
市街地以外にお住まいの方は各集落の嘱託員に配布していただきます。

■切替場所
・古仁屋市街地の方は➡　郵送　

・古仁屋市街地以外の方は➡　各集落の嘱託員
■ 7 月 31 日まで→　緑色の保険証　8 月 1 日から→　エンジ　色の保険証

■注意事項
・保険料の滞納がある方は切替ができません。早めの完納をお願いします。

▽緑（2020 年 8 月～ 2021 年 7 月） ▽エンジ（2021 年 8 月～ 2022 年 7 月）

地
元
の
生
産
者
と
の
ふ
れ

あ
う
直
売
イ
ベ
ン
ト
「
は

る
市
」
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
の
お
越
し
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

新
鮮
な
野
菜
な
ど
を
是
非

お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
！

■
日
時　

毎
月
第
一
日
曜
日

■
場
所
・
時
間

海
の
駅
1
階
フ
ロ
ア　

10
時
～
12
時

■
運
営
主
体

瀬
戸
内
町
Ｃ
Ｓ
Ａ
協
議
会

（
泰
山
）

※
売
り
切
れ
次
第
終
了
予

定
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

※
出
店
者
も
募
集
し
て
ま

す
。

　■お問合わせ先　 農林課農政係　☎ 0997 － 72 － 1174 新
鮮
野
菜
！

は
る
市
開
催
の
お
知
ら
せ
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各
種
け
ん
し
ん
の
ご
案
内

町
内
に
住
む
40
歳
以
上
の
方
を

対
象
に
肺
が
ん
検
診
を
実
施
し

ま
す
。

古
仁
屋
市
街
地
以
外
は
、
各
集

落
巡
回
し
て
い
き
ま
す
の
で
配

布
し
て
あ
る
肺
が
ん
受
診
券
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
届
い
て
な

い
場
合
は
保
健
福
祉
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

6
月
30
日
㈬
～
7
月
2
日
㈮
が

加
計
呂
麻
地
区
で
す
。

古
仁
屋
市
街
地
・
西
方
・
東
方
・

山
郷
地
区
は
9
月
の
日
程
に
な

り
ま
す
。

※
指
定
日
時
に
都
合
が
悪
い
場

合
は
９
月
16
・
17
日
、
10
月

27
・
28
日
に
き
ゅ
ら
島
交
流
館

で
受
診
で
き
ま
す
。

■お問合わせ先　保健福祉課保健予防係　☎ 0997 － 72 － 1122

７
月
8
日
㈭
～
７
月
11
日
㈰
の
期
間
、

ミ
ニ
人
間
ド
ッ
ク
が
あ
り
ま
す
。

内
容
は
特
定
健
診
・
長
寿
健
診
の
他
、

各
種
が
ん
検
診
が
あ
り
ま
す
。

特
定
健
診
は
国
民
健
康
保
険
加
入
の
30

歳
以
上
の
方
、
長
寿
健
診
は
75
歳
以
上

の
後
期
高
齢
者
の
方
が
対
象
で
す
。

が
ん
検
診
は
町
内
に
住
む
40
歳
以
上
の

全
員
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

６
月
に
対
象
の
各
世
帯
へ
受
診
券
と
け

ん
し
ん
日
程
表
を
配
布
し
て
ま
す
の

で
、
ご
自
身
の
対
象
と
な
る
け
ん
し
ん

と
日
程
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

感
染
症
対
策
の
た
め
受
付
時
間
を
分
け

て
ご
案
内
し
て
ま
す
。

青
色
の
け
ん
し
ん
日
程
表
で
料
金
等
は

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

一
年
に
一
度
、
身
体
の
状
態
を
知
る
こ

と
が
健
康
へ
の
第
一
歩
で
す
。

※
ご
不
明
な
点
は
保
健
福
祉
課
予
防

係
・
保
険
給
付
係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
肺
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ

■
ミ
ニ
人
間
ド
ッ
ク
の
お
知
ら
せ

令
和
３
年
度　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
切
り
替
え

■
切
替
期
間

令
和
3
年
7
月
29
日

㈭
～
8
月
10
日
㈫

午
前
8
時
30
分
か
ら

午
後
5
時
（
休
日
を

除
く
）

■
持
参
す
る
も
の

国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
（
有
効
期
限

が
令
和
3
年
7
月
31

日
ま
で
の
被
保
険
者

証
）

※
被
保
険
者
証
の
切

替
に
伴
う
準
備
期
間

が
あ
る
た
め
、
7
月

中
に
国
保
税
を
完
納

さ
れ
た
世
帯
（
特
に

金
融
機
関
で
の
お
支

払
の
場
合
）
は
、
完

納
確
認
が
遅
れ
る
た

め
、
行
き
違
い
が
生

じ
て
し
ま
い
ま
す
。

恐
れ
入
り
ま
す
が
、

切
替
の
際
、
必
ず
完

納
さ
れ
た
領
収
証
を

持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

■
切
替
方
法

〇
古
仁
屋
市
街
地
の

方
（
大
湊
、
春
日
、

松
江
、
船
津
、
高
丘
、

宮
前
、
瀬
久
井
東
、

瀬
久
井
西
）

役
場
1
階
保
健
福
祉

課
（
国
保
窓
口
）

〇
市
街
地
以
外
の
方

各
集
落
の
嘱
託
員
が

切
替
を
行
い
ま
す
。

※
集
落
毎
で
切
替
方

法
が
異
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
お

住
ま
い
の
地
区
の
嘱

託
員
に
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

※
75
歳
以
上
（
65
歳

以
上
の
障
害
認
定
者

を
含
む
）
の
「
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
」

の
被
保
険
者
証
に
つ

い
て
も
8
月
が
切
替

と
な
っ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
、
保
健
福
祉

課
保
険
給
付
係
へ
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　■お問合わせ先　 保健福祉課保険給付係　☎ 0997 － 72 － 1068

■
後
発
医
薬
品
（
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
医
薬
品
）
の
利
用

促
進
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

後
発
医
薬
品
は
、
新
薬
の

特
許
期
間
終
了
後
に
製

造
・
販
売
さ
れ
る
薬
で
す
。

新
薬
と
同
じ
効
果
を
保
ち

な
が
ら
低
価
格
で
提
供
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

医
療
の
質
を
下
げ
る
こ
と

な
く
、
医
療
費
の
節
約
に

貢
献
し
て
い
ま
す
。
ま
ず

は
、
医
師
・
薬
剤
師
に
相

談
し
て
、
後
発
医
薬
品
を

上
手
に
活
用
し
ま
し
ょ

う
。

■
対
象

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
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■お問合わせ先　町民生活課国民年金係　☎ 0997 ー 72 － 1060 

国民年金保険料 免除・納付猶予 の申請について
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があ
ります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害
を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

①免除（全額免除・一部免除）申請
本人、配偶者（別世帯の配偶者を含む）、世帯主それぞれの前年度（過去の年度分については、前々年や
前々々年度所得等）が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免
除または一部免除となります。（一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効とな
り、未納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。）
＜全額免除となる所得の目安＞……{（扶養家族の数 ＋ １）×３５万円 } ＋ ３２万円

②納付猶予申請

５０歳未満の方（学生を除く）で、配偶者（別世帯の配偶者を含む）それぞれの前年等の所得が一定額
以下（全額免除の所得基準と同じ）の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
※①の免除を受けた期間は将来の老齢基礎年金の額が増額（国庫負担分が反映）されますが、②の納付
　猶予を受けた期間は老齢基礎年金の額は増額されません。
※免除（全額・一部）または猶予が承認されると、付加年金及び国民年金基金はご利用できませんので
　ご注意ください。また、付加年金及び国民年金基金は、過去にさかのぼっての加入ができません。

【申請時の注意点】
■免除等が申請できる期間
・過去期間……申請書が受理された月から２年 1 カ月前（すでに保険料が納付済の月を除く）まで。
・未来期間……翌年６月（１月～６月に申請したときは、その年の６月）分まで。
■添付書類
・失業・倒産・事業の廃業などを理由として申請するときは、証明書類（雇用保険受給資格者証または
　雇用保険者離職票など）をご用意ください。

子育て世帯生活支援金特別給付金支給のご案内
　■お問合わせ先　 町民生活課児童母子係　☎ 0997 － 72 － 1060

子育て世帯を支援するため､ 給付金を支給します !

①②の両方に当てはまる方 ( ※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く )
①令和３年３月３１日時点で 18 歳未満の児童 ( 障害児の場合､ 20 歳未満 ) を養育する父母等
※平成 15 年 4 月 1 日 ( 障害児は、平成 13 年 4 月 1 日 ) より後に生まれたお子さんが対象です。
※令和４年２月末までに生まれたお子さんも対象になります。
②■令和３年度住民税（均等割）が非課税の方
　　　　　　　        または
　■令和３年１月１日以降の収入が急変し、 住民税非課税相当の収入となった方

２. 支給額 児童 1 人当たり 一律５万円

３. 給付金の支給手続き
Ⅰ . 令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給され住民税非課税の方
▶ 給付金は､ 申請不要で受け取れます。
Ⅱ . 上記以外の方（例：高校生のみ養育している方、収入が急変した方）
▶ 申請が必要となります。申請受付は、7 月 19 日（月）からです。

1. 支給対象者
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■お問合わせ先　町民生活課児童母子係　☎ 0997 ー 72 － 1060 

子ども医療費助成・子ども医療給付更新手続き及び医療制度について
【更新手続きについて】

更新審査後、利用制度に変更がある場合は、新しい受給者証の交付を行います。
手続きが必要な方は、次のとおりです

①所得状況調査
　・令和 3 年 1 月 2 日以降に転入された方は、世帯員の「令和 3 年度の所得課税証明書」を提出してく
　　ださい。（令和 3 年 1 月 1 日現在居住地の自治体に郵送請求することが出来ます。）
　・本町で確認できる場合は、提出不要です。
②受給者証交付
　・更新審査後、変更がある方には、該当の医療費受給者証を発行しますので現在お持ちの受給者証、
　　印鑑を持参のうえ、新しい受給者証を役場窓口にて受取り下さい。

【瀬戸内町の子ども医療費助成・子ども医療給付制度について】

子ども医療費助成制度とは、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子どもの健康の保持増進
を図るため、子どもの保険診療に係る医療費の一部を助成する制度です。
そのうち、子ども医療給付制度は、住民税非課税世帯の子どもが対象で（重度心身障害者、ひとり親
家庭医療費助成金の住民税非課税世帯も含まれます）保険診療に係る窓口負担額が無料になる制度です。

■受給資格
　・瀬戸内町に住所を有する子ども
　・保護者が本町に住所を有しているが他市町村医療費制度の対象にならない子ども
　・18 歳到達後、最初の３月３１日まで（４月１日生まれの者は前日の３月３１日まで）
　・健康保険加入者 
　・生活保護・重度心身障害者、ひとり親家庭医療費対象者で町民税課税世帯等、他の医療扶助を受け
　　ていない方
　・子ども医療給付を希望しない方
　・就労・婚姻等により保護者が監護していない子どもは、対象外
■手続に必要なもの
　・健康保険証（対象子ども全員、被保険者）コピー可
　・通帳（受給資格者名義）
　・所得課税証明書
■対象にならない医療費
　・保険適用外の費用（健康診断、予防注射、薬の容器代、保険適用外診療等）
　・入院時の食事代

　・高額療養費

　・付加給付金（健康保険から支給されます）

　・日本スポーツ振興センターによる給付金（保育所、幼稚園、学校のけが等）

　・交通事故等第三者行為による診療の場合

※日頃からなんでも相談できる「かかりつけ医」を持ち、まずは、早めにかかりつけ医に相談しましょう。
※夜間における子どもさん（おおむね 15 歳未満の子ども）の急な病気について、看護師等が応急処置
や医療機関の受診の必要性などの助言を行う「鹿児島県小児救急電話相談」を実施しています。
電話番号「＃ 8000」番 ( 又は 099-254-1186) 携帯電話からも利用可能
受付時間　平日・土曜日 19 時～翌日 8 時　日曜・祝日・年末年始 8 時～翌朝 8 時


